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１ 安全衛生管理体制

■ 総括安全衛生管理者［安衛法第10条］
１�．事業者は、安衛令第２条で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管

理者を選任し、その者に安全管理者※、衛生管理者の指揮をさせるとともに、
労働災害を防止するため等の業務を統括管理させなければならない。

　※�安全管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置のうち、安全
に係る技術的事項を事業者が管理させる者で、厚生労働大臣が定める研修を修
了しなければならない。

■ 総括安全衛生管理者を選任すべき事業場［安衛令第２条］
１�．総括安全衛生管理者を選任すべき事業場は、次に掲げる業種の区分に応じ、
常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

業　種 事業場の労働者数

①林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人以上

②�製造業（物の加工業を含む）、電気業、ガス業、熱供給業、
水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器
等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械
修理業

300人以上

③その他の業種（金融業、医療業等） 1,000人以上

■ 衛生管理者［安衛法第12条］
１�．事業者は、安衛則第７条で定める規模の事業場ごとに、衛生管理者の資格
を有する者のうちから、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選
任し、その者に衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

■ 衛生管理者の選任［安衛則第７条］
１�．衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
　①�衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

　②�その事業場に専属の者を選任すること。ただし、２人以上の衛生管理者を
選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタント※

がいるときは、当該者のうち１人については、この限りでない。
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　　※�労働衛生コンサルタントは、事業者の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生
の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指
導を行う専門家で、厚生労働省の試験に合格した者。

　　◇�専属とは、その事業場だけに属し、他の事業場に属さないこと。従って、複
数の事業場に属してはならない。

Check 専属の衛生管理者（例：６人の衛生管理者を選任する場合）

▪�専属でなくてもよい人は、
複数選任の場合で、その
うちの労働衛生コンサル
タントのうちの１人

専
属

専
属

専
属

専
属

専
属

専
属
で
な
い

労働衛生コンサルタント

　③�次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

業　種 資格者

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業（物
の加工業を含む）、電気業、ガス業、水道業、
熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修
理業、医療業及び清掃業

◎第一種衛生管理者免許取得者
◎衛生工学衛生管理者免許取得者
◎医師　　◎歯科医師
◎労働衛生コンサルタント

その他の業種

◎第一種衛生管理者免許取得者
◎第二種衛生管理者免許取得者
◎衛生工学衛生管理者免許取得者
◎医師　　◎歯科医師
◎労働衛生コンサルタント

　④�事業場の規模に応じて、次の表に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模
（常時使用する労働者数）

衛生管理者数

50人以上　　     200人以下 １人

200人を超え　   500人以下 ２人

500人を超え　1,000人以下 ３人

1,000人を超え2,000人以下 ４人

2,000人を超え3,000人以下 ５人

3,000人を超える場合 ６人

　　※50人以上は50人を含み、200人以下は200人を含む。
　　　200人超は201人からとなる。

衛生管理_R8ブック.indb   9衛生管理_R8ブック.indb   9 2026/01/13   14:34:542026/01/13   14:34:54



－ 10 －

第
１
章

関
係
法
令
（
有
害
業
務
に
係
る
も
の
）

　⑤�次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも１人を専任の
衛生管理者とすること。

・常時1,000人を超える労働者を使用する事業場

・�常時500人を超える労働者を使用する事業場で、以下の業務に常時30人以上
の労働者を従事させるもの
◎坑内労働
◎多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
◎多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
◎ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
◎土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
◎異常気圧下における業務
◎さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務　　
◎重量物の取扱い等重激な業務
◎ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
◎�鉛、水銀、クロム、砒

ひ

素、黄りん、弗
ふっ

素
そ

、塩素、塩酸、一酸化炭素など有
害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

　　◇��専任とは、兼任でなく専
もっぱ

らその任に当ること。従って、衛生管理以外の業務
を与えてはならない。

　⑥�常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は次に掲げ
る業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理
者のうち１人を衛生工学衛生管理者※免許を受けた者のうちから選任する
こと。

　　※�衛生工学衛生管理者は、第一種衛生管理者免許試験などに合格した者で、厚
生労働大臣の定める講習を修了した者。

常時30人以上の労働者が従事

◎多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
◎ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
◎土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
◎異常気圧下における業務
◎�鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、一酸化炭素などの有害

物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
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Check 衛生管理者の選任において「衛生工学衛生管理者免許を有する者」
である必

・ ・ ・ ・ ・

要がない作業（過去問より）

▪著しく暑熱な場所に置ける業務に常時20人
▪大量の低温物体を取り扱う業務（人数問わず）
▪強烈な騒音を発する場所における業務（人数問わず）

■ 産業医等［安衛法第13条］
１�．事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、医師のうち
から産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

■ 産業医の選任等［安衛則第13条］
１�．産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
　①産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。�

　③�常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または次に掲げる業務に
常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に
専属の者を選任すること。

常時500人以上の労働者が従事

◎多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
◎多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
◎ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
◎土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
◎異常気圧下における業務
◎さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務　　　　
◎重量物の取扱い等重激な業務
◎ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
◎坑内における業務
◎深夜業を含む業務
◎水銀、砒素、黄りん、弗化水素、塩酸、硝酸などの有害物を取り扱う業務
◎�鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、一酸化炭素などの

有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
◎病原体によって汚染のおそれが著しい業務

　④�常時3,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、２人以上の
産業医を選任すること。
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■ 衛生委員会［安衛法第18条］
１�．事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、労働者の健
康障害の防止及び健康の保持増進などに関する重要事項を調査審議させ、事

業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
２�．衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。

①�総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその
事業の実施を統括管理するもの、若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指
名した者（１名）

②�衛生管理者のうちから事業者が指名した者 

③�産業医のうちから事業者が指名した者 

④�当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した
者

３�．事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境
測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

▼ ▼ ▼  過去問題 

▼ ▼ ▼

【１】常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に
関する１～５の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、

600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに

示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないも

のとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。［R7.4］

　　　深夜業を含む業務…………………………………………… 300 人

　　　多量の低温物体を取り扱う業務…………………………… 100 人

　　　特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務………… 20 人

　１�．衛生管理者は、３人以上選任しなければならない。

　　２�．衛生管理者のうち１人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうち

から選任しなければならない。

　　３�．衛生管理者のうち少なくとも１人を、専任の衛生管理者としなければ

ならない。

　　４�．産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属

でないものを産業医として選任することができる。

　　５�．特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
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【８】衛生管理者及び産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、定めら
れていないものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例は

ないものとする。［R3.10］

　１�．常時500人を超える労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り

扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、選任する衛

生管理者のうち少なくとも１人を専任の衛生管理者としなければならな

い。

　　２�．深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、そ

の事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

　　３�．常時3,300人の労働者を使用する事業場では、２人以上の産業医を選

任しなければならない。

　　４�．常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業

務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者

のうち少なくとも１人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちか

ら選任しなければならない。

　　５�．２人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち１人につい

ては、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任

することができる。

▼ ▼解答＆解説 ……………………………………………………………………………………
【１】解答　２
１�．正しい：「常時 500人を超え 1000 人以下の労働者を使用する事業場」に該当し、
3人以上の衛生管理者を選任しなければならないため、衛生管理者の選任数について
の違反はない。安衛則第７条（衛生管理者の選任）第１項④。
２�．誤り：「衛生管理者のうち１人を衛生工学衛生管理者免許を有する者から選任しな
ければならない」規定は「常時 500 人を超える労働者を使用する事業場で、多量の
高熱物体を取り扱う業務等に常時 30人以上の労働者を従事させる」場合に適用され
るが、設問は「多量の低温物体を取り扱う業務」のため該当しない。安衛則第７条（衛
生管理者の選任）第１項⑥。
３�．正しい：「常時 500人を超える労働者を使用する事業場で、多量の低温物体を取り
扱う業務に常時 30人以上の労働者を従事させるもの」に該当するため、少なくとも
１人を専任の衛生管理者としなければならない。安衛則第７条（衛生管理者の選任）
第１項⑤。
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９ 化学物質のリスクアセスメント

■ リスクアセスメントとは
１�．一定の危険性・有害性が確認されている化学物質については、危険性又は

有害性等の調査（リスクアセスメント）が事業者に義務付けられた。その
具体的な実施時期、実施方法等については、「化学物質等による危険性又は

有害性等の調査等に関する指針」に示されていて、業種、事業規模を問わず、

化学物質等を取り扱う事業場は全て実施することが求められることとなる。

■ 実施内容（手順）

ステップ１ 化学物質による危険性又は有害性（ハザード）の特定

ステップ２ �特定された危険性又は有害性によって生じるおそれのあるリスク見積り

ステップ３ �リスクの見積りに基づくリスク低減措置の内容の検討

ステップ４ リスク低減措置の実施

ステップ５ リスクアセスメント結果の労働者への周知

　❖�ハザードとは、労働者の就業に係る機械、原材料等の危険性又は有害性をいう。

■ 実施時期

①化学物質等を原材料等として新規に採用し、変更するとき

②�化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用
し、又は変更するとき

③�化学物質等による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれが
あるとき

■ 対象の選定と情報入手
１�．化学物質等による危険性又は有害性等をリスクアセスメント等の対象と
し、対象の化学物質等を製造し、又は取り扱う業務ごとに行う。

２�．入手する情報等は、対象となる化学物質等に係る危険性又は有害性に関す
る情報（SDS等）や対象となる作業を実施する情報（作業標準、作業手順
書等）のほか、作業の周辺環境に関する情報、作業環境測定結果等がある。
３�．新たな化学物質等の譲渡、提供等を受ける場合には、当該化学物質等を譲
渡し、又は提供する者から該当するSDSを入手することが必要である。
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■ 危険性又は有害性の特定
１�．リスクアセスメント等の対象となる業務を洗い出した上で、GHS（化学

品の分類および表示に関する世界調和システム）等に基づき分類された化学
物質等による危険性又は有害性、化学物質等のばく露限界を用いて、危険性
又は有害性を特定する。

　❖�GHSとは、化学品等の危険性・有害性を世界的に統一された一定の基準に従
って分類し、絵表示等を用いてわかりやすく表示し、その結果をラベルやSDS
に反映させ、災害防止及び人の健康や環境保護に役立てようとするもの。

■ リスクの見積り
１�．リスク低減措置の内容を検討するため、以下の方法でリスクを見積もる。

①�化学物質等により「健康障害を生ずるおそれの程度（発生可能性）」及び「危険
又は健康障害の程度（重篤度）」を考慮する方法

　※�リスクの見積りに当たっては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最
悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もる。

マトリクス法

発生可能性及び重篤度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらか
じめ発生可能性及び重篤度に応じてリスクが割り付けられた表を使用する方法

数値化法

発生可能性及び重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又
は乗算等する方法

枝分かれ図を用いた方法

発生可能性及び重篤度を段階的に分岐していく方法

災害のシナリオから見積もる方法

�化学プラントなどの化学反応のプロセスなどによる災害のシナリオを仮定し、
その事象の発生可能性と重篤度を考慮する方法
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▼ ▼ ▼  過去問題 

▼ ▼ ▼

【１】厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する

指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。［R7.10］

　１�．リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者

の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定

することである。

　　２�．ハザードは、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性（重篤度）

の組合せであると定義される。

　　３�．リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、

リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の使用より

も作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策を優先する。

　　４�．リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、

法令に定められた事項を除けば、危険性又は有害性のより低い物質への

代替等を最優先する。

　　５�．リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当た

っては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、

当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優

先順位の低い措置の検討は必要ない。

【２】厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する

指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。［R7.4］

　１�．リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者

の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定

することである。

　　２�．リスクの見積りに当たっては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の

重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤

度を見積もる。

　　３�．リスクアセスメント対象物による疾病について、当該物質への労働者

のばく露濃度等を測定し、ばく露量をばく露限界と比較しリスクを見積

もる場合、ばく露限界としては、管理濃度が最も適している。
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12 事務所衛生基準規則

■ 空気調和設備等による調整［事務所則第５条］
１�．事業者は、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給
される空気が、次に掲げる基準に適合するように、当該設備を調整しなけれ
ばならない。

①�当該空気１m3中に含まれる浮遊粉じん量（１気圧、温度25℃とした場合の重量。
以下同じ。）が、0.15mg以下であること。

②�当該空気中に占める一酸化炭素の含有率が、100万分の10以下（外気が汚染さ
れているために、一酸化炭素の含有率が100万分の10以下の空気を供給するこ
とが困難な場合は、100万分の20以下）、二酸化炭素の含有率が、100万分の
1,000以下であること。

③�当該空気１m３中に含まれるホルムアルデヒドの量が、0.1mg以下であること。

２�．事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、
断続して及ばないようにし、かつ、室の気流を 0.5m/s 以下としなければ
ならない。

■ 作業環境測定等［事務所則第７条］
１�．事業者は、中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室について、

２か月以内ごとに１回、定期に、次の事項を測定しなければならない。

①一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率 ②室温及び外気温 ③相対湿度

�
■ 修繕、模様替え後の測定［事務所則第７条の２］
１�．事業者は、室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、
当該建築等を行った室における空気中のホルムアルデヒドの濃度について、
当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する６月か
ら９月までの期間に１回、測定しなければならない。

■ 測定方法［事務所則第８条］
１�．中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供
されるものについての室温等の測定は、次の測定器又はこれと同等以上の性

能を有する測定器を使用して行うものとする。
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測定事項 測定器

一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器

二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器

気温 0.5度目盛の温度計

相対湿度 0.5度目盛の乾湿球の湿度計

気流 0.2m/s以上の気流を測定することができる風速計

備考：�一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、気温、相対湿度並びに気流の測定は、
室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上75cm以上120cm以下
の位置において行うものとする。

■ 点検等［事務所則第９条］
１�．事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、
分解して改造又は修理を行ったとき、及び２か月以内ごとに１回、定期に、
異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを３年間保存しなければな

らない。

■ 病原体による室内の空気汚染の防止［事務所則第９条の２］
１�．事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によって室の内部の
空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。

②�冷却塔及び冷却水
　◎�当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、1 か月以内ごとに１回、定期

に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行う

③�加湿装置
　◎�当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、１か月以内ごとに１回、定期
に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行う

④�空気調和設備内に設けられた排水受け
　◎�当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、１か月以内ごとに１回、定期
に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行う

　◇�冷却塔とは、水などの熱媒体を大気に接触させて冷却する熱交換器の一種であ
り、屋外に設置する。
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■ 燃焼器具［事務所則第６条］
２�．事業者は、燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、

毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。

■ 照度等［事務所則第10条］
３�．事業者は、室の照明設備について、６か月以内ごとに１回、定期に、点検
しなければならない。

Check 点検時期のまとめ

▪燃焼器具 毎日
▪空気調和設備の冷却塔及び冷却水／加湿装置／排水受け １か月以内ごとに１回
▪�中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室の
一酸化炭素、二酸化炭素等の測定
▪機械による換気のための設備

２か月以内ごとに１回

▪室の照明設備 ６か月以内ごとに１回

▼ ▼ ▼  過去問題 

▼ ▼ ▼

【１】事務室の設備の定期的な点検等に関する次の記述のうち、法令上、正し
いものはどれか。［R7.10（二種）/R5.4（二種）］

　１�．機械による換気のための設備については、３か月以内ごとに１回、定

期に、異常の有無を点検しなければならない。

　　２�．空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、１か月以

内ごとに１回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

　　３�．空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、２か

月以内ごとに１回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければ

ならない。

　　４�．空気調和設備の加湿装置については、原則として、２か月以内ごとに

１回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

　　５�．燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、１か

月以内ごとに１回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
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７ 職場の受動喫煙防止

■ 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン（概要）
２�．用語の定義
　�　職場における受動喫煙防止のためのガイドラインで使用する用語の定義�

は、次に掲げるとおりであること。

①施設の「屋外」と「屋内」

「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、
かつ、側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部を指し、これに該当しな
いものは「屋外」となること。

②第一種施設（原則敷地内禁煙）

�子供や患者等に配慮が必要な施設
　◎学校、児童福祉施設　　◎病院、診療所　　◎行政機関の庁舎　等

③第二種施設（原則屋内禁煙）

�第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設
　◎事務所　　 ◎工場　　  ◎ホテル、旅館　　◎飲食店
　◎旅客運送事業船舶、鉄道　　　　　　　　　◎国会、裁判所　等

④喫煙目的施設（施設内喫煙可能）

喫煙を主目的とする施設
　◎公衆喫煙所　　　　　　◎店内で喫煙が可能なたばこ販売店　等

⑦喫煙専用室

◎�第二種施設等の屋内又は内部の一部の場所であって、構造及び設備が施設の
屋内にたばこの煙が流出することを防ぐための基準に適合した場所
◎飲食等、喫煙以外は認められない

３�．組織的対策
　（2）受動喫煙防止対策の組織的な進め方

　　　ウ�．労働者の健康管理等…事業者は、事業場における受動喫煙防止対策
の状況を衛生委員会等における調査審議事項とすること。また、産業
医の職場巡視に当たり、受動喫煙防止対策の実施状況に留意すること。

４�．喫煙可能な場所における作業に関する措置
　（1�）事業者は、20歳未満の労働者を喫煙専用室等の立ち入

りを禁止とし、業務を行うこと（喫煙専用室等の清掃作
業も含まれる）も禁止とする。
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【３】厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」にお

いて、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められて

いないものは、次のうちどれか。［R5.4/R4.10/R4.4］

　１�．喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、

0.2m/s以上であること。

　　２�．喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流につ

いて、６か月以内ごとに１回、定期に測定すること。

　　３�．喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用

室は、壁、天井等によって区画されていること。

　　４．喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

　　５�．喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示

すること。

▼ ▼解答＆解説 ……………………………………………………………………………………
【１】解答　４
１�．誤り：受動喫煙防止のための推進計画を、所轄労働基準監督署長に届け出なければ
ならない定めはない。
２�．誤り：喫煙専用室においては、飲食ともに行うことは認められていない。
３�．誤り：施設の屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所には、特
定屋外喫煙場所を設置することができる。
４�．正しい。
５�．誤り：「側壁が全て覆われているもの」⇒「側壁がおおむね半分以上覆われている
もの」。

【２】解答　５
Ａ＆Ｂ．正しい。
Ｃ�．誤り：特定の時間を禁煙とするといった、時間分煙は認められていない。
Ｄ�．誤り：喫煙専用室においては、飲食ともに行うことは認められていない。
従って、CとＤが誤っているものの組み合わせとなる。
【３】解答　２
１＆３～５�．正しい。
２�．誤り：選択肢のような測定は定められていない。
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８ 食中毒

■ 食中毒の分類

細
菌
性
食
中
毒

感染型
食品に付着した細菌が腸管内で増殖して症状を起こす
　�サルモネラ菌、腸炎ビブリオ菌、カンピロバクター、
　ウェルシュ菌※

毒素型

食品内毒素型
細菌が生産した毒素に汚染された食品を食べることで症状を
起こす
　黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌

生体内毒素型
食品に付着した細菌が生体内で増殖したときに産生した毒素
で症状を起こす
　腸管出血性大腸菌（Ｏ―157、Ｏ―111）、セレウス菌

ウイルス性食中毒 ウイルスが寄生した食品を食べることで症状を起こす
　ノロウイルス

自然毒食中毒 毒素をもった動植物を食べることで症状を起こす
　フグ毒（テトロドトキシン）、キノコ毒

化学性食中毒
有毒な化学物質が混入した食品を食べることで症状を起こす
　砒

ひ

素、農薬、有害性金属、かび毒、ヒスタミン

　�※生体内毒素型に分類されることもある。
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７ 腎臓・泌尿器系

■ 腎臓の構造

膀胱

腎臓

尿管

【腎臓・泌尿器の構造】

１�．腎臓は、腰のやや上の高さで、背骨の両
側に左右一対ある。そら豆形をしており、

それぞれの腎臓から、１本ずつの尿管が出
て膀胱に繋がっている。
２�．ネフロン（腎単位）は、尿を生成する単
位構造で、１個の腎小体とそれに続く１本
の尿細管から成り、１個の腎臓中に約100
万個ある。
３�．腎小体は、濾

ろ か

過の働きをする糸
し

球
きゅう

体
たい

とそれを包むボウマン嚢
のう

から成る。

■ 尿生成の仕組み
１�．糸球体は毛細血管を糸くずのように丸めた状態のもので、この中を血液が
流れる過程で血球及び蛋白質以外の成分がボウマン嚢に濾過される。これを
原尿と呼ぶ。ボウマン嚢に受け止められた原尿は、尿細管に送られる。
２�．尿細管では、原尿中の水分、電解質、栄養分（糖＝グルコース）を再吸収
して血液に戻す。そして、残ったものが尿として集合管を経て腎

じん

盂
う

に集まり、

尿管から膀胱に送られ、排泄される。

３�．尿の生成・排出により、体内の水分量やナトリウムの濃度を調節するとと
もに、生命活動に伴って生じた不要な物質や対外から摂取された異物などの

老廃物のうち水溶性のものが尿中に排出される。

　◇�腎盂とは、腎臓と尿管の接続部で、漏
じょう

斗
ご

状に広がっている部分。腎臓からの尿
が集まるところ。

■ 尿の成分
１�．尿は淡黄色の液体で、固有の臭気を有し、通常、弱酸性である。95％が

水分で、残りの５％が固形物で、通常１日約1500（500～2000）mℓ作
られる。

２�．尿は、全身の健康状態をよく反映し、検体の採取も簡単なため、尿検査は
健康診断などで広く行われている。
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３�．腎臓の機能をみる検査として、血液中の尿素窒素（BUN）がある。これ
は腎臓から排泄される老廃物の一種で、腎臓の働きが低下すると尿中へ排泄
されず、血液中の値が高くなる。
《尿検査の項目内容》

尿蛋白
・�腎臓や膀胱、尿道の病気で陽性となり、病状が悪いほど慢性腎炎やネ
フローゼ、糖尿病性腎症等では、尿中蛋白量が増加する。

尿糖
・�糖尿病か、腎性糖尿で陽性となる。血糖値が正常であっても、体質的
に腎臓から尿糖がもれでてしまう腎性糖尿の場合があるため、糖尿病
との鑑別が必要である。

尿潜血
・�腎炎、膀胱炎、尿路結石、膀胱の腫瘍等で陽性となり、尿中の赤血球
が混入していることを示す。

Check 尿の生成順路

糸球体 ⇒ ボウマン嚢 ⇒ 尿細管 ⇒ 腎盂 ⇒ 尿管 ⇒ 膀胱

尿細管

血液中に
再吸収

血液

ボウマン嚢
原尿

ろ過

血球
蛋白質

腎小体

ネフロン
（腎単位）

尿として排出

・ 水分

・ 栄養分（糖）
・ 電解質

糸球体

不要な物質
老廃物

～～
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▼ ▼ ▼  過去問題 

▼ ▼ ▼

【１】腎臓・泌尿器系に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
［R7.4］

　１�．腎臓の腎小体では、糸球体から血液中の蛋
たん

白質以外の血漿
しょう

成分がボウ

マン嚢
のう

に濾
こ

し出され、原尿が生成される。

　　２�．腎臓の尿細管では、原尿に含まれる大部分の水分及び身体に必要な成

分が血液中に再吸収され、残りが尿として生成される。

　　３�．尿の生成・排出により、体内の水分の量やナトリウムなどの電解質の

濃度を調節するとともに、生命活動によって生じた不要な物質を排出す

る。

　　４�．血液中の尿素窒素（BUN）の値が低くなる場合は、腎臓の機能の低

下が考えられる。

　　５�．尿の約95％は水分で、約５％が固形物であるが、その成分は全身の

健康状態をよく反映するので、尿検査は健康診断などで広く行われてい

る。

【２】腎臓・泌尿器系に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
［R6.10］

　１�．ネフロン（腎単位）は、尿を生成する単位構造で、１個の腎小体とそ

れに続く１本の尿細管から成り、１個の腎臓中に約100万個ある。

　　２�．腎臓の腎小体では、糸球体から血液中の蛋
たん

白質以外の血漿
しょう

成分がボウ

マン嚢
のう

に濾
こ

し出され、原尿が生成される。

　　３�．腎臓の尿細管では、原尿に含まれる大部分の水分及び身体に必要な成

分が血液中に再吸収され、残りが尿として生成される。

　　４�．尿の約95％は水分で、約５％が固形物であるが、その成分が全身の

健康状態をよく反映するので、尿を採取して尿素窒素の検査が広く行わ

れている。

　　５�．尿の生成・排出により、体内の水分の量やナトリウムなどの電解質の

濃度を調節するとともに、生命活動によって生じた不要な物質を排出す

る。
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【３】腎臓・泌尿器系に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
［R5.4］

　１�．糸球体では、血液中の蛋
たん

白質以外の血漿
しょう

成分がボウマン嚢
のう

に濾
こ

し出さ

れ、原尿が生成される。

　　２�．尿細管では、原尿に含まれる大部分の水分、電解質、栄養分などが血

液中に再吸収される。

　　３�．尿の生成・排出により、体内の水分の量やナトリウムなどの電解質の

濃度を調節するとともに、生命活動によって生じた不要な物質を排出す

る。

　　４�．尿の約95％は水分で、約５％が固形物であるが、その成分は全身の

健康状態をよく反映するので、尿検査は健康診断などで広く行われてい

る。

　　５�．血液中の尿素窒素（BUN）の値が低くなる場合は、腎臓の機能の低

下が考えられる。

【４】腎臓又は尿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。［R7.10］
　１�．血中の蛋

たん

白質は、糸球体からボウマン嚢
のう

に濾
こ

し出される。

　　２�．血中の老廃物は、尿細管からボウマン嚢
のう

に濾
こ

し出される。

　　３�．原尿中に濾
こ

し出された水分の大部分は、そのまま尿として排出される。

　　４�．尿は淡黄色の液体で、固有の臭気を有し、通常、弱アルカリ性である。

　　５�．原尿中に濾
こ

し出された電解質の多くは、尿細管から血中に再吸収され

る。

【５】腎臓又は尿に関する次のAからDの記述について、誤っているものの組
合せは１～５のうちどれか。［R6.4］

　　　Ａ�　腎臓の皮質にある腎小体では、糸球体から血液中の糖以外の血漿
しょう

成

分がボウマン嚢
のう

に濾
こ

し出され、原尿が生成される。

　　　Ｂ�　腎臓の尿細管では、原尿に含まれる大部分の水分及び身体に必要な

成分が血液中に再吸収され、残りが尿として生成される。

　　　Ｃ�　尿は淡黄色の液体で、固有の臭気を有し、通常、弱酸性である。

　　　Ｄ�　尿酸は、体内のプリン体と呼ばれる物質の代謝物で、健康診断にお

いて尿中の尿酸の量の検査が広く行われている。

　１�．Ａ，Ｂ　　２�．Ａ，Ｃ　　３�．Ａ，Ｄ　　

　　４�．Ｂ，Ｃ　　５�．Ｃ，Ｄ
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